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初版２０２４年５月２７日

２０２４年５月２９日改正

２０２４年５月３１日改正

２０２４年６月２３日改正

総務広報部

ひなた山第三自治会の皆様へお知らせ

和泉町の世帯数と人口推移

令和５年の１世帯の人数は約２人、世帯数は昭和４７年とほぼ同じ約６８００人に

減少してます

また令和５年の人口は昭和４７年の人口の約半分１４０００人にまで減少してま

す

更に、７５歳以上の割合は和泉町で見ると１６％ですが当自治会では３０％、ある

いは既に４０％を越えているものと推測されます

昭和 47 年 1972

世帯数 人口

泉区 76,948 283,865

和泉町 6,628 24,946

平成 20 年 2008

世帯数 人口

泉区 64,374 156,645

和泉町 20,328 49,085

令和５年 2023

世帯数 人口

泉区 71,151 151,415

和泉町 6,793 13,995

令和４年 泉区総人口 ％

15 歳未満 17,497 11.5

15～64 歳 90,890 59.7

65～74 歳 19,029 12.5

75 歳以上 24,756 16.3

合計 152172
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＊ 昭和５４年、相鉄から引き受けたひなた山第三自治会規約は、この地に住居

を持つ者同士互いに親睦を深める良い機会となりました。しかしすでにもう４５

年、今更厳しい規約を取り入れる余力はなく現役引退の時期が来ていま。公園愛

護会を自治会から分離したのも役員さんの活動が困難になってきているからです

しかしもうひと踏張りしようと考えてます、皆様のご意見を役員会にお寄せ下さ

い。

区役所と規約の確認、問題解決を協議した内容

・構成員の資格

当該地縁団体の区域に住所を有する者は全て構成員になれる（年齢制限などはあ

りません）

・構成員の確定

氏名及び住所を明記した構成員名簿の作成

構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければな

らない

名簿は施錠できる場所に保管し、閲覧制限をしっかりと行うこと

・表決権

世帯ごとの委任状ではなく個人ごとの委任状が必要になる

・資産

財産目録を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない

解散時に残余財産の帰属先を規約に定めなければならない
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・認可団体の義務

告示事項を変更した場合は、区長へ届け出なけばならない

規約を変更した場合は、区長へ申請を行い、認可を受けなければ効力を発しませ

ん

解散をした場合は、区長へ届けなければならない

認可地縁団体である自治会を分割する場合は地方自治法上解散の取り扱いになる

同一市町村内の他の団体との合併が可能となりました

・総会

総会は、全会員をもって構成する

総会の定足数は、全会員の２分の１以上の出席がなければ、開催できない

団体の事務は規約をもって代表者又はその他の役員に委任したものを除き総て総

会の議決により行うことになる

総会の議決事項は開催通知であらかじめ通知した事項となる。そうしないと通知

事項を信じて出席しない会員から表決に参加する機会を奪うことになる

臨時総会は、全会員の５分の１以上から会議の目的である事項を示して開催請求

のあった時に開催する

・役員会の招集

役員会は会長が必要と認めるとき招集する

会長は、役員の〇分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招

集の請求があったときは、その請求のあった日から〇日以内に役員会を招集しな

ければならない

役員会を招集するときは、会議日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を

もって、少なくとも〇日前までに通知しなければならない

・規約の変更

規約は、総会において全会員の４分の３以上の議決を得、かつ、横浜市泉区長の

認可を受けなければ変更することができない

認可を受けた団体は、地方自治法の関係規定が適用されるとともに、一般社団・

財団法人法の規定に一部が適用される

・解散

総会の議決に基づいて解散する場合は、全会員の４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない

本会の解散の時に有する残余財産は、総会において〇分の〇以上の議決を得て、

本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする

・備え付け帳簿及び書類

本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会

の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳

簿及び書類を備えておかなければならない

認可地縁団体のおさらい

・平成３年地方自治法の一部改正により、不動産等を自治会の名義で登記するこ

とが可能になりました

・会の運営方法や各種届出について、法律に基づいて各種の手続きが定められて

いるため、総会開催や役員改選の手続きが厳格になりました。規約変更、代表者
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の変更は区長の承認が必要となりました

・地縁による団体の構成員は、区域に住所を有する自然人たる個人であり、年齢、

性別、国籍の条件は付けないこととされています。未成年者等制限行為能力者で

あることをもって構成員から除外することは出来ません。なお、未成年者等制限

行為能力者の表決権の行使にあたっては、民法の規定に従って法定代理人の同意

を要することとなります

・構成員の相当数の考え方

横浜市では、自治会への加入率が約７０パーセントということも踏まえ、区域の

おおむね４割以上を相当数と考えています

ひなた山第三自治会のおさらい

・昭和４７年～昭和５１年、計画人口３５００人の日向山地区の土地区画整理が

行われた

・昭和５３年、分譲始まる、

・昭和５４年４月ひなた山第三自治会規約施行、CATV 規約、コミュニティプラン

ト規約

・昭和５５年９月１日日向山小学校開校、児童数５０４名

・昭和５６年４月内林第二公園公開

・昭和５６年９月会館の土地が４自治会名義で贈与された

・昭和５６年１０月旧自治会館新築

・昭和５６年１１月地区協会則施行

・昭和５６年１２月旧自治会館を４自治会名義に所有権移転

・昭和５６年１１月自治会館運営細則制定、平成８年、２０年、２５年一部改正

・昭和５７年日向山小学校、児童数７００名

・平成８年８月自治会館の管理責任者職務細則制定、資産管理を明文化

・平成９年４月施行規約には、資産として（会館、その土地を）地区協管理にし

ている。相鉄からの規約を見直して条文に改正

・平成１１年４月施行、第 5 条改正

・平成１１年１２月地縁による団体の認可、平成１２年１月告示

地縁による団体の認可取得の目的は自治会が保有する土地と建物の所有権が自治

会長名義になっていたことによる。自治会長が変わる度に所有権移転をしければ

ならないこと、自治会館を建て替えるにも自治会長の印鑑が必要になること、ま

た会館建て替え費用は会長名で借りることになるなどの問題があり法人化を目指

しました

留意事項 認可事項の変更は変更届をすること、規約改正は認可を受けること

・平成１３年４月施行、不明、土地建物所有権移転登記依頼

・平成１４年４月施行、第４条一部追記、第１１条一部削除、登記手続完了

・平成１４年総会提案、公園ゴミかご撤去、役員・班長の輪番制清掃を廃止承認

・平成１６年区役所より議事録催促

・平成１７年日向山小学校、児童数１４６名（２０１０年）

・平成１８年自治会館新築
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・平成１９年３月新築自治会館を第三自治会として所有権保存

・平成２０年４月施行、自治会館を独自管理に移行、地区協管理維持も削除

・平成２２年３月日向山小学校閉校

・平成２３年１２月旧自治会館滅失登記完了

・平成２９年９月ひなた山第三自治会個人情報取扱細則制定

周知 毎年一回は個人情報細則を回覧し周知する

本会が会員から取得する個人情報は、氏名（家族、同居人を含む）、生年月日、性

別、住所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊急

時連絡先、その他連絡事項などを会員の同意する事項とします

利用 会費の請求、管理、その他文書の送付、会員名簿の作成及び会の区域図の

作成、敬老祝等の対象者の把握、災害時の緊急時における支援活動

管理 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管し適正に管理する

以上


